
１ 当初予算（要求）額（千円）

２ 当初予算（決定）額（千円）

３ 事業概要
結婚したカップルの約１割は不妊に悩んでいるといわれ、不妊治療は少子化社会の到来

の中、社会的関心を呼んでいる。
不妊治療者の多くは、医療における対応、職場の理解、経済的困難、精神的苦痛などに

悩んでおり、専門的な医療相談・精神的な支援を行うため、平成１４年８月に不妊相談セ
ンターを開設したところである。

今後も、不妊に悩む夫婦が安心して治療を受けられるよう不妊相談体制の充実を図る。

４ 施策の効果
不妊治療に関する正しい知識が得られ、不安や精神的苦痛を解消し、不妊治療に関する

環境づくりを推進する。

５ 要求の内容
不妊治療相談事業
・専門医師、不妊専門相談員による面接・電話等の不妊相談を実施するとともに、イン
ターネットを活用し不妊に関する情報提供を行う。
・不妊治療に関する不安・悩みを解消するため、不妊治療者の交流会を開催し、参加者
による情報交換・交流を行う。
・県内の医療機関、保健所等で不妊相談を行うスタッフを対象とした研修会を開催する。

所 属 健康福祉環境部保健医療課
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（款）４衛生費 （項）４保健予防費 （目）（３）母子保健指導費

（明細書事業名）○母子行政等推進費
不妊相談事業
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（前年度 ３，０００）

【財源内訳】 国 庫
1,849

一般財源
1,851


